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図の

番号 停留所 第１便 第４便 第６便 第８便 第１０便 第１２便

8:06 8:59 10:41 12:53 14:51 18:11 終点 1 亀 山 駅 前 始発 9:15 11:30 13:20 16:35 18:15
8:05 8:58 10:40 12:52 14:50 18:10 ▲ 2 御 幸 町 ▼ 9:16 11:31 13:21 16:36 18:16
8:04 8:57 10:39 12:51 14:49 18:09 ▲ 3 池 の 側 ▼ 9:17 11:32 13:22 16:37 18:17
8:04 8:57 10:39 12:51 14:49 18:09 ▲ 4 市 役 所 前 ▼ 9:17 11:32 13:22 16:37 18:17
8:03 8:56 10:38 12:50 14:48 18:08 ▲ 5 ふ れ あ い 広 場 前 ▼ 9:18 11:33 13:23 16:38 18:18
8:02 ‖ ‖ ‖ ‖ 18:07 ▲ 6 東 町 ▼ ‖ ‖ ‖ ‖ 18:19
8:01 ‖ ‖ ‖ ‖ 18:06 ▲ 7 亀 山 高 校 西 ▼ ‖ ‖ ‖ ‖ 18:20
‖ 8:54 10:36 12:48 14:46 ‖ ▲ 8 郵 便 局 前 ▼ 9:20 11:35 13:25 16:40 ‖

‖ 8:52 10:34 12:46 14:44 ‖ ▲ 9 エ コ ー タ ウ ン ▼ 9:22 11:37 13:27 16:42 ‖

‖ 8:50 10:32 12:44 14:42 ‖ ▲ 10 鹿 島 ▼ 9:24 11:39 13:29 16:44 ‖

7:58 8:48 10:30 12:42 14:40 18:03 ▲ 11 阿 野 田 ▼ 9:26 11:41 13:31 16:46 18:23
7:57 8:47 10:29 12:41 14:39 18:02 ▲ 12 阿 野 田 口 ▼ 9:27 11:42 13:32 16:47 18:24
7:55 ‖ ‖ ‖ ‖ 18:00 ▲ 13 二 本 松 ▼ ‖ ‖ ‖ ‖ 18:26
‖ 8:45 10:27 12:39 14:37 ‖ ▲ 14 二 本 松 団 地 ▼ 9:29 11:44 13:34 16:49 ‖

7:53 8:42 10:24 12:36 14:34 17:58 ▲ 15 神 向 谷 ▼ 9:32 11:47 13:37 16:52 18:28
7:53 8:42 10:24 12:36 14:34 17:58 ▲ 16 神 向 谷 南 ▼ 9:32 11:47 13:37 16:52 18:28
7:51 8:40 10:22 12:34 14:32 17:56 ▲ 17 農協昼生出張所前 ▼ 9:34 11:49 13:39 16:54 18:30
7:50 8:39 10:21 12:33 14:31 17:55 ▲ 18 中 庄 ▼ 9:35 11:50 13:40 16:55 18:31
7:49 8:38 10:20 12:32 14:30 17:54 ▲ 19 三 寺 東 ▼ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

7:48 8:37 10:19 12:31 14:29 17:53 ▲ 20 三 寺 ▼ 7:30 9:37 11:52 13:42 16:57 18:33
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ▲ 19 三 寺 東 ▼ 7:31 9:38 11:53 13:43 16:58 18:34

7:46 8:35 10:17 12:29 14:27 17:51 ▲ 18 中 庄 ▼ 7:32 9:39 11:54 13:44 16:59 18:35
7:45 8:34 10:16 12:28 14:26 17:50 ▲ 17 農協昼生出張所前 ▼ 7:33 9:40 11:55 13:45 17:00 18:36
‖ ‖ 10:13 ‖ 14:23 ‖ ▲ 21 昼生地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾ ▼ ‖ ‖ 11:58 13:48 ‖ ‖

7:43 8:32 10:11 12:26 14:21 17:48 ▲ 22 平 田 ▼ 7:35 9:42 12:00 13:50 17:02 18:38
7:42 8:31 10:10 12:25 14:20 17:47 ▲ 23 下 庄 ▼ 7:36 9:43 12:01 13:51 17:03 18:39
7:42 8:31 10:10 12:25 14:20 17:47 ▲ 24 松 阪 ▼ 7:36 9:43 12:01 13:51 17:03 18:39
7:40 ‖ ‖ ‖ ‖ 17:45 ▲ 25 下 庄 駅 ▼ 7:38 ‖ ‖ ‖ ‖ 18:41

8:29 10:08 12:23 14:18 ▲ 26 下 庄 駅 口 ▼ 9:45 12:03 13:53 17:05
8:28 10:07 12:22 14:17 ▲ 27 出 屋 ▼ 9:46 12:04 13:54 17:06
8:27 10:06 12:21 14:16 ▲ 28 出 屋 公 民 館 前 ▼ 9:47 12:05 13:55 17:07
8:23 10:02 12:17 14:12 ▲ 24 松 阪 ▼ 9:51 12:09 13:59 17:11
8:21 10:00 12:15 14:10 始発 29 弘 法 寺 終点 9:53 12:11 14:01 17:13

問合先
環境産業部商工業振興室
（☎84－5049）
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南部ルート再編の基本的な考え方

運行の概要

再編路線の評価

＜地域と一帯となった取り組みの展開＞

● 朝夕帯は、幹線道路を運行することでより早く移動することができ、

　 通院、通学、通勤需要などに対応します。

● 昼間帯は、各地域と亀山市中心部を結び、主に買い物や通院需要など

　 に対応します。

● 地域の要望などを踏まえた柔軟なダイヤ編成となります。

　 （平成27年10月実施の東部ルートの再編以降、１台の車両による東部・

　 南部ルート相互運行が解消され、南部ルート単独の車両を配備したため）

● 亀山椋本線（19便/日）との重複運行の緩和、二本松団地内への運行

　 など、効率的・効果的な運行に取り組みます。

　 （県道亀山白山線経由のルートを県道亀山安濃線経由に変更したため）

　再編を実施した路線は、路線存続の妥当性を判断する「維持基準」と、

路線の見直しや利用促進に向けた判断基準となる「見直し（改善）基準」に

基づき、年度ごとに評価し、運行内容の見直しなどを行っていきます。
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亀山市中心部と昼生地区方面を結ぶ運行

朝夕帯…昼生地区方面と亀山市中心部を主に幹線道路を

　　　　経由して結ぶ運行

昼間帯…各地域（弘法寺、出屋、二本松団地など）と亀山市

　　　　中心部を結ぶ運行

バス停

１　亀山駅前　 16  神向谷南

２　御幸町　　 17  農協昼生出張所前

３　池の側　　 18  中庄

４　市役所前　 19  三寺東

５　ふれあい広場前 20  三寺

６　東町　　　 21  昼生地区コミュニティセンター

７　亀山高校西 22  平田

８　郵便局前 　　　 23  下庄

９　エコータウン 24  松阪

10  鹿島　　　 25  下庄駅

11　阿野田　　 26  下庄駅口

12  阿野田口　　 27  出屋

13  二本松　　 28  出屋公民館前

14  二本松団地 29  弘法寺

15  神向谷 

※詳細な運行経路や運行ダイヤなどは、市ホーム
ページまたは市役所窓口、あいあい、市立医療セ
ンターなどで配布の「南部ルートダイヤ表」をご
覧ください。

運行地域
運行経路

運行方式 定時定路線運行（あらかじめ定められた経路・ダイヤで運行）

運休日 １月１日～３日、日曜日、祝日

運行車両 マイクロバス車両

維持基準

見直し（改善）基準

評価指標 評価基準

１便当たりの平均乗車人員 3.0人/便 以上

平日１日当たりの
停留所別乗降者数

5.0人/日 以上

運賃 100円/回（小学生は半額）
▽小学生未満、障がい者およびその介助者は無料
▽さわやか号、東部ルート、南部ルートの共通回数券を導入

　南部ルート再編にあたっては、昼生地

区まちづくり協議会が平成25年10月に策

定した昼生地区独自の「昼生『マイバス』

運行計画」を参考に、市が運行計画を作成

し、３年をかけて昼生地区の関係者と協

議を重ねてきました。また、新規のバス停

設置箇所は、地域の関係者とともに現地

確認を行い、利便性・安全性の観点から

検証しました。

　今後も、地域と密に連携を図りながら、地域

への定着と利用者数の向上に努めていきます。

10月１日
運行開始
10月１日
運行開始

10月１日からの
運行経路・ダイヤ表

平成 28 年８月 30 日開催
市長定例記者会見　資料
環境産業部　商工業振興室


